
「第２３回鳥栖市地域公共交通会議」 

       「第２３回鳥栖市地域公共交通活性化協議会」合同会議 次第 

 

日時：平成２８年６月２９日（水） １５時～ 

会場：鳥栖市役所 ３階大会議室 

 

１ 開  会 

 

 

２ 議長選出 

 

 

３ 役員選出 

  副会長 1人、監事 2人  ※会長は鳥栖市長（協議会規約第 4条第 2項） 

 

 

４ 議  題 

  議案第１号 平成２７年度鳥栖市地域公共交通活性化協議会収支決算（案）について 

  議案第２号 平成２８年度鳥栖市地域公共交通活性化協議会収支予算（案）について 

  議案第３号 平成２８年度路線バス及びミニバス等に関する事業計画（案）について 

議案第４号 平成２９年度鳥栖市生活交通確保維持改善計画（案）について 

  議案第５号 鳥栖市ミニバス旭地区循環線の山都町延伸について 

 

 

５ 報  告 

  ・路線バス及び鳥栖市ミニバスの利用状況について  ・・・・・・・・・・・・ 

  ・基山町コミュニティバスの鳥栖市弥生が丘地区本格運行について 

 

 

６ そ の 他 

 

 

７ 閉  会 

 資料１  
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鳥栖市地域公共交通活性化協議会  

合同会議  座席表  

事

務

局 

鳥栖市老人クラブ連合会北地区女性部長 
大島 清子 委員 

鳥栖市地域婦人連絡協議会会長 

今村 悦子 委員 

NPO法人子供と文化のネットワーク 
ぽっぽわーるど 理事長 

藤 知映 委員 

鳥栖市区長連合会 副会長 

中村 圭一 委員 

佐賀東部土木事務所長 

杉野 朗 委員 

久留米大学経済学部教授 

伊佐 淳 委員 

鳥栖市長 

橋本 康志 委員 

西鉄バス佐賀㈱ 
代表取締役社長 

東 欣哉 委員 

代理 

石橋常務取締役 
西鉄バス佐賀㈱鳥栖支社 

野崎 真悟 委員 

(一社)佐賀県バスタクシー協会 
専務理事 

江上 康男 委員 

㈱鳥栖構内タクシー 
主任 

柳 裕一郎 委員 

 

佐賀県 新幹線・地域交通課 
身近な移動手段確保推進室長 

旗生 康之 委員 

代理：長屋氏 

鳥
栖
市
産
業
経
済
部
長 

白
水 

隆
弘 

委
員 

鳥
栖
警
察
署
交
通
課
長 

福
田 

公
彦 

委
員 

代
理
：古
賀
氏 

国
土
交
通
省
九
州
運
輸
局 

佐
賀
運
輸
支
局
長 

橋
本 

佐
登
志 

委
員 

代
理 

 
 

 

大
坪
主
席
専
門
官 

 
 

 
 

入 

口 

傍 
 

 

聴 
 

 

席 

議  長  席 

久留米西鉄タクシー㈱ 
代表取締役社長 

加藤 悟 委員 

鳥栖市社会福祉協議会会長 
小石 正明 委員 

NPO法人タウン・コンパス理事長 

井上 信昭 委員 

鳥栖商工会議所女性会副会長 

江頭 照江 委員 

国
土
交
通
省
九
州
地
方
整
備
局 

佐
賀
国
道
事
務
所
鳥
栖
維
持
出
張
所
長 

栗
田 

耕
一
郎 

委
員 



委員構成区分 所属・役職 氏名

NPO法人ﾀｳﾝ･ｺﾝﾊﾟｽ　理事長
（元　福岡大学教授）

井上　信昭

久留米大学経済学部　教授 伊佐　淳

鳥栖市 市長 橋本　康志

事業者（バス事業） 西鉄バス佐賀㈱　代表取締役社長 東　欣哉

㈱鳥栖構内タクシー　主任 柳　裕一郎

久留米西鉄タクシー㈱　代表取締役 加藤　悟

事業者団体 社団法人佐賀県バス・タクシー協会　専務理事 江上　康男

鳥栖市区長連合会　副会長 中村　圭一

NPO法人子供と文化のネットワークぽっぽわーるど　　理事長 藤　知映

鳥栖商工会議所　女性会副会長 江頭　照江

鳥栖市老人クラブ連合会　鳥栖北区女性部長 大島　清子

鳥栖市地域婦人連絡協議会　会長 今村　悦子

鳥栖市社会福祉協議会　会長 小石　正明

運転手 西鉄バス佐賀㈱鳥栖支社　運転士 野崎　真悟

国土交通省佐賀国道事務所鳥栖維持出張所　所長 栗田　耕一郎

佐賀県東部土木事務所　所長 杉野　朗

鳥栖市　産業経済部　部長 白水　隆弘

公安委員会 鳥栖警察署　交通課　課長 福田　公彦

佐賀県
佐賀県　新幹線・地域交通課
　　　　　 身近な移動手段確保推進室長

旗生　康之

地方運輸局長 国土交通省九州運輸局佐賀運輸支局　支局長 橋本　佐登志

平成28年度鳥栖市地域公共交通会議・鳥栖市地域公共交通活性化協議会委員名簿

学識経験者

事業者（タクシー事業）

住民・利用者等

道路管理者



区　分 所　属　・　役　職 氏　名 出　欠 代理人所属・役職 代理人氏名

学識経験者 NPO法人タウン・コンパス副理事長 井上
イノウエ

　信昭
ノブアキ

学識経験者 久留米大学経済学部教授 伊佐
イサ

　淳
アツシ

鳥栖市 市長 橋本
ハシモト

　康志
ヤスシ

事業者（バス） 西鉄バス佐賀㈱代表取締役社長 東
ヒガシ

　欣哉
キンヤ 代理

西鉄バス佐賀(株)常務取締役 石橋
イシバシ

氏
シ

㈱鳥栖構内タクシー主任 柳
ヤナギ

　裕一郎
ユウイチロウ

久留米西鉄タクシー㈱取締役業務部長 加藤
カトウ

　悟
サトル

事業者団体 一般社団法人佐賀県バス・タクシー協会専務理事 江上
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平成２７年度鳥栖市地域公共交通活性化協議会収支決算（案） 

 

１ 歳入                                単位：円 

科   目 
予算額 決算額 増減額 備考 

款 項 目 

３ 繰越金 １８６ １８６ ０  

 １ 繰越金 １８６ １８６ ０  

 １ 繰越金 １８６ １８６ ０  

４ 諸収入 ０ ０ ０  

 １ 預金利息 ０ ０ ０  

 １ 預金利息 ０ ０ ０  

合  計 １８６ １８６ ０  

 

 

２ 歳出                                単位：円 

科   目 
予算額 決算額 増減額 備考 

款 項 目 

２ 運営費 １８６ ０ △１８６  

 ２ 事務費 １８６ ０ △１８６  

 １ 事務費 １８６ ０ △１８６  

合  計 １８６ ０ △１８６  

 

（歳入額）   （歳出額）   （差引額） 

１８６円  ―  ０円   ＝ １８６円 

 

※残金１８６円については、平成２８年度予算へ繰越金とする。 

議案第１号 

鳥栖市地域公共交通活性化協議会財務規定 －抜粋― 

 

第９条 会長は、毎会計年度終了後、速やかに協議会の決算書を調製し、協議会の承

認を得なければならない。 



 

平成２８年度鳥栖市地域公共交通活性化協議会収支予算（案） 

 

１ 歳入                                単位：円 

科   目 
予 算 額 備  考 

款 項 目 

３ 繰越金 １８６  

 １ 繰越金 １８６  

 １ 繰越金 １８６  

４ 諸収入 ０  

 １ 預金利息 ０  

 １ 預金利息 ０  

合  計 １８６  

 

 

２ 歳出                                単位：円 

科   目 
予 算 額 備  考 

款 項 目 

２ 運営費 １８６  

 ２ 事務費 １８６  

 １ 事務費 １８６  

合  計 １８６  

 

議案第２号 

鳥栖市地域公共交通活性化協議会財務規定 －抜粋― 

 

第２条 省略 

２ 協議会の会長（以下「会長」という。）は、毎会計年度の予算を調製し、年度開始 

前に協議会の承認を得なければならない。 

 



事　　　項 内　　　容 実　施　予　定　時　期

実
施
予
定
事
業

鳥栖市ミニバス鳥栖地区・田
代地区循環線の運行継続

運行事業者選定（プロポーザ
ル方式）手続き

鳥栖市ミニバス鳥栖地区・田代地区循環線につい
ては、現行の契約期限が平成29年3月までである
ため、運行事業者について、プロポーザル方式に
より事業者選定を行う。

平成28年度下半期

鳥栖市ミニバス（旭地区）の
運行内容の検討

前回協議会で報告した、交通空白地域である山
都町への延伸を検討。
※現在、山都町と具体的ルート等について、協議
中

平成28年10月

鳥栖市ミニバス（基里地区）
の運行内容の検討

現在、永吉町への基里地区循環線の延伸につ
いて、田代地区より要望がなされている。
要望箇所については、現在、公共交通機関が無
い状況。延伸については、運行便数にも影響する
ことから、地域、運行事業者と協議・検討を行う。

―

バスマップ作成・配布

ミニバスの運行形態の見直しに伴い、路線図・時
刻表等の情報をまとめたバスマップの作成を行
い、利用促進に努める。
配布先については、車両や店舗等の主に利用者
へ配布する。 また、各地区まちづくり推進セン
ターへ配置

平成28年度

「バスの日」イベントin鳥栖の
開催

市民に広く交通手段としてのバスについて認知し
ていただき、また、イベントを通してバスに親しんで
いただくことにより日頃のバス利用の促進を図るこ
とを目的に実施
　※市内線及びミニバスの無料運行など

平成28年9月17日(土）

利用実態調査の実施
（乗り込み調査）

利用者が感じているルート・ダイヤに係わる改善
ニーズや効果的な情報提供内容を把握することを
目的に実施

平成28年度

公共交通ニュースの発行
路線バス及びミニバスの利用者数増加・新規利
用者獲得を目指して継続的な利用促進を行う。

平成28年度

平成２８年度路線バス及びミニバス等に関する事業計画（案）について

利
用
促
進

検
討
事
業

議案第３号 
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平成２８年６月 

 

鳥 栖 市 

平成 29 年度 

鳥栖市生活交通確保維持改善計画 

＜地域内フィーダー系統＞ 

 

 

議案第４号 
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目  次 

 

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

３．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者 

４．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

５．補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

６．補助を受けようとする手続きに係る利用状況等の継続的な測定方法  

７．別表４の補助事業の基準ニに基づき、協議会が平日 1 日当たりの運行回数が３回以上で足りると認め

た系統の概要 

８．別表４の補助事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に準ずる生活基盤が整備さ

れている」認めた市町村の一覧 

９．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

10．車両の取得に係る目的・必要性 

11．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

12．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の総額、負担者及びその負担額 

13．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における収支の改善に係る計

画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用した利用促進策） 

14．協議会の開催状況 

15．利用者等の意見の反映 

16．協議会メンバーの構成員 
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１．地域公共交通確保維持事業に係る背景と目的 

 
現在鳥栖市では、地域間を運行する幹線交通として、鉄道と広域路線バス（広域線 3 路線：久留

米～鳥栖線・鳥栖～神埼線・綾部線）による公共交通網が整備されている一方、市内交通として、

平成 20 年度末に策定された鳥栖市地域公共交通総合連携計画を踏まえたかたちで、市内路線バス

（市内線３路線：河内線・麓線・弥生が丘循環線）およびミニバス（４路線：田代地区循環線・鳥

栖地区循環線・基里地区循環線・旭地区循環線）が運行されている。 

 
▲鳥栖市の公共交通網 
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市内交通を構成する市内線は、全ての路線が幹線交通に接続しており（JR 鳥栖駅等に接続）、高

齢者や学童、通勤者の方々を中心に、市民にとっての重要な移動手段となっている。 

 

 ・平成 21年度に、鉄道との乗り継ぎ利便性向上等を目的とした、JR鳥栖駅前バス乗降所の整備

を実施（乗り継ぎ拠点の整備） 

 ・平成 22 年度に、九州新幹線の開業に合せて、麓線の新鳥栖駅への乗り入れ（乗り継ぎダイヤ

の設定）を実施  

 

これらの取り組みもあり、現在約 1０.8万人/年の方が利用（H2７実績） 

 

 

 

ミニバスについても、鳥栖地区・田代地区・基里地区路線が JR 鳥栖駅に、旭地区路線が JR 肥前

旭駅に接続しており、高齢者等の日常生活における貴重な移動手段となっている。 

 

・平成 21年 10月に鳥栖地区循環線・田代地区循環線運行開始 

・平成 21年度に、市内線と同様に、JR鳥栖駅前にて、ミニバス乗降所の整備を実施（乗り継ぎ

拠点の整備） 

・平成 24年１０月に基里地区循環線・旭地区循環線運行開始 

 

こうした取り組みにより、現在、高齢者を中心に約 1８,6００人/年の方が利用（H27実績） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このため、地域公共交通確保維持事業により、市内線３路線およびミニバス４路線を確保・維持

していくことで、市民の生活交通手段を存続させていく必要があります。 

▲JR鳥栖駅前における路線バス・ 
ミニバス乗降所の整備 
（乗り継ぎ拠点の整備） 

▲ミニバス車両 
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２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

 

２－１．事業の目標 

「鳥栖市地域公共交通総合連携計画」の基本方針・目標を踏襲する。 

 

（１）基本方針 

 

 

 

 

 

 

（２）目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政・市民・交通事業者・企業の協働のもと 

財政負担を十分に考慮しつつ 

市民が分かりやすく利用しやすい公共交通の実現を目指す 

１．現在の公共交通利用者の移動確保を図るとともに、高齢者等の日常生活に必要な公

共交通の確保を目指す 

 

・学童輸送のバス路線は維持する 

・現在の市内線利用者とともに、高齢者を中心とした交通弱者の移動手段確保を図る 

   

２．市内線の運行形態の効率化を通じてバスの利便性向上を図るとともに、利用促進を

通じ収益増加を目指す 

 

・現在の需要(高齢者を含めた現在のバス利用者の需要)の確保を基本に、運行形態の効率化

を図る 

・採算が低いバス路線については、廃止を含めた抜本的な見直しを行う 

・路線バスの利用促進による新たな需要の掘り起こしを目指す 

・鉄道との乗り継ぎ利便性の向上を目指す 

 

３．既存交通資源の活用を通じて、投資効果の向上を目指す 

・既存交通資源との連携により、財政負担を抑制しながら、路線バスの効率化を図る 

 

４．新たな交通資源の投入等により、市内の交通空白地域の解消を目指す 

 

・新たな交通資源の投入は、路線バスの運行形態の見直しや既存交通資源との連携で

カバーできない交通空白地域で行う 

・交通空白地域については、日常生活に必要な移動手段の確保を目指す 

・交通空白地域の対応については、地域の実情等を踏まえ、優先度の高い地域から取組む 
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（３）数値目標 

 

【目標１】市内路線バスの利用者数：10８,166人/年  

 

・ 現在の利用者数（Ｈ２７実績値）を維持確保することを目標とし目標値を設定した。 

 

 

 

 

▼市内路線バスの利用者数の目標値 

H25.10~H26.9 H26.10~H27.9 H27.10~H28.9 H28.10~H29.9 H29.10~H30.9 H30.10~H31.9

H26実績値 H27実績値 H2８目標値 H2９目標値 H３０目標値 H３1目標値

市内線全体 102,675 108,166 102,675 108,166 108,166 108,166

弥生が丘線 37,781 39,773 37,781 39,773 39,773 39,773

河内線 36,568 38,141 36,568 38,141 38,141 38,141

麓線 28,326 30,252 28,326 30,252 30,252 30,252
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▲市内路線全体の利用者数の目標値 
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▲市内路線毎の利用者数の目標値 
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【目標２】ミニバス全体の利用者数： １8，589人/年  

 

・ 現在の利用者数（Ｈ２7実績値）を維持確保することを基本とし目標値を設定した。 

 

 

 

  

▼ミニバスの利用者数の目標値 

H25.10~H26.9 H26.10~H27.9 H27.10~H28.9 H28.10~H29.9 H29.10~H30.9 H30.10~H31.9

H26実績 H27実績 H28目標値 H29目標値 H30目標値 H31目標値

ミニバス全体 19,096 18,589 19,266 18,589 18,589 18,589

鳥栖地区 5,996 5,374 5,996 5,374 5,374 5,374

田代地区 7,213 6,786 7,213 6,786 6,786 6,786

基里地区 4,967 5,315 4,967 5,315 5,315 5,315

旭地区 920 1,114 1,090 1,114 1,114 1,114
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▲ミニバス全体の目標値 
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２－２．事業の効果 

 

 

 

鳥栖市地域公共交通総合連携計画（平成 20 年度策定）の目標及び実施事業を今後も進めていくことで、下図に示す事業効果を発現させて

いくことが重要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 

市内線の運行形態の効率化を通じて

バスの利便性向上を図るとともに、

利用促進を通じ収益増加を目指す 

現在の公共交通利用者の移動確保を

図るとともに、高齢者等の日常生活

に必要な公共交通の確保を目指す 

新たな交通資源の投入等により、市

内の交通空白地域の解消を目指す 

既存交通資源の活用を通じて、投資

効果の向上を目指す 

目標① 

目標② 

目標③ 

目標④ 

実施事業 事業の効果 

既存路線バスの 

運行形態の改善 

新しい公共交通 

サービスの導入 

利用促進策の 

実施 

公共交通の 

利用者数増加 

財政負担の 

維持・抑制 

交通空白地域 

の解消 
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３．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者 

・地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表１」を添付 

 

４．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

・地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表２」を添付 

 ※なお、鳥栖市から運行事業者への補助金額については、運行収入及び国庫補助金を運行経費か 

 ら差し引いた差額分を負担することとしている。 

 

５．補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

・弥生が丘循環線：西鉄バス佐賀㈱ 

・鳥栖市ミニバス（鳥栖地区、田代地区）循環線：㈱鳥栖構内タクシー 

・鳥栖市ミニバス（旭地区、基里地区）循環線：久留米西鉄タクシー㈱ 

 

６．補助を受けようとする手続きに係る利用状況等の継続的な測定方法 

・地域内フィーダー系統確保維持の計画のため、記載なし 

 

７．別表４の補助事業の基準ニに基づき、協議会が平日 1 日当たりの運行回数が３回以上で

足りると認めた系統の概要 

・地域内フィーダー系統確保維持の計画のため、記載なし 

７ 

８．別表４の補助事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に準ずる生活

基盤が整備されている」認めた市町村の一覧 

・地域内フィーダー系統確保維持の計画のため、記載なし  

 

９．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

・地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表５」を添付 

 

10．車両の取得に係る目的・必要性 

・補助対象期間内に車両の取得を行わないため、記載なし 

 

11．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

・補助対象期間内に車両の取得を行わないため、記載なし 

 

12．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の総額、負担者及びその負担額 

・補助対象期間内に車両の取得を行わないため、記載なし 

 

13．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における収支の改善に係る計

画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用した利用促進策） ・該当なし 
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14．協議会の開催状況 

 

鳥栖市では、平成 20～2８年度にかけて、「鳥栖市地域公共交通会議」「鳥栖市地域公共

交通活性化協議会」を計２3回開催し、地域公共交通に関する協議を進めてきた。 

 

※平成２6年度～ 主な協議内容 

 開催日 主な協議内容 

第１９回 
平成 26年 

６月２５日 

・平成２５年度鳥栖市地域公共交通活性化協議会収支決算について 

・平成２６年度鳥栖市地域公共交通活性化協議会収支予算について 

・平成２６年度路線バス及びミニバス等に関する事業計画について 

・平成２７年度鳥栖市生活交通ネットワーク計画について 

・鳥栖市ミニバス基里地区・旭地区循環線の運行継続について 

・鳥栖市ミニバス鳥栖地区循環線の運行内容の一部変更について 

第 20回 
平成 26年 

12月 22日 

・平成 26 年度 地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価について 

・平成 26 年度 地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通ネットワーク計

画に基づく事業）について 

・鳥栖市ミニバス（基里地区・旭地区）循環線の運行事業者の決定について 

・鳥栖市ミニバス旭地区循環線の運行内容の一部変更について 

第２１回 
平成２７年 

６月１６日 

・平成２６年度鳥栖市地域公共交通活性化協議会収支決算（案）について 

・平成２７年度鳥栖市地域公共交通活性化協議会収支予算（案）について 

・平成２７年度路線バス及びミニバス等に関する事業計画（案）について 

・平成２８年度鳥栖市生活交通確保維持改善計画（案）について 

第２２回 
平成２７年 

12月 21日 

・平成27年度 地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価について 

・平成27年度 地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通ネットワーク計

画に基づく事業）について 

・基山町コミュニティバスの鳥栖市弥生が丘地区への乗り入れについて 

第２３回 
平成 28年 

6月 29日 

・平成 27年度鳥栖市地域公共交通活性化協議会収支決算（案）について 

・平成 28年度鳥栖市地域公共交通活性化協議会収支予算（案）について 

・平成 28年度路線バス及びミニバス等に関する事業計画（案）について 

・平成 29年度鳥栖市生活交通確保維持改善計画（案）について 

・鳥栖市ミニバス旭地区循環線の山都町延伸について 
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15．利用者等の意見の反映 

市内線およびミニバス利用者に対してアンケート調査を実施しており、適宜意見等をルー

ト・ダイヤに反映している。 

年度 概要 

平成 20年度 （１）市民アンケート （２）市内線利用者アンケート （３）パブリックコメントの実施 

平成 21年度 （１）市内線利用者アンケート （２）ミニバス沿線住民アンケート 

平成 22年度 （１）市内線利用者アンケート （２）ミニバス利用者アンケート 

平成 23年度 （１）市内線利用者アンケート （２）ミニバス利用者アンケート 

平成 24年度 （１）市内線利用者アンケート （２）ミニバス利用者アンケート 

平成 2５年度 （１）ミニバス利用者アンケート 

平成 27年度 （１）ミニバス利用者アンケート 

 

16．協議会メンバーの構成員 

平成 28 年 6 月現在 

区分 団体名・役職名 委員名（敬省略） 

主催市 
鳥栖市 鳥栖市長  橋本 康志 

鳥栖市産業経済部長 白水 隆弘 

都道府県 佐賀県 新幹線・地域交通課 身近な移動手段確保推進室 室長 旗生 康之 

交通事業者及び 

事業者団体 

西鉄バス佐賀㈱代表取締役社長 東 欣哉 

㈱鳥栖構内タクシー主任 柳 裕一郎 

久留米西鉄タクシー㈱代表取締役社長 加藤 悟 

一般社団法人佐賀県バス・タクシー協会専務理事 江上 康男 

西鉄バス佐賀㈱鳥栖支社 野崎 真悟 

地域住民・ 

利用者 

鳥栖市区長連合会 副会長 中村 圭一 

鳥栖市地域婦人連絡協議会 会長 今村 悦子 

鳥栖市社会福祉協議会 会長 小石 正明 

NPO 法人子どもと文化のネットワークぽっぽ・わーるど 理事長 藤 知映 

鳥栖市老人クラブ連合会 鳥栖北地区女性部長 大島 清子 

鳥栖商工会議所 女性会副会長 江頭 照江 

地方運輸局 国土交通省九州運輸局佐賀運輸支局長 橋本 佐登志 

警察 佐賀県警察本部鳥栖警察署 交通課長 福田 公彦 

道路管理者 
国土交通省佐賀国道事務所鳥栖維持出張所長 栗田 耕一郎 

佐賀県 東部土木事務所長 杉野 朗 

学識経験者 
久留米大学経済学部教授 伊佐  淳 

NPO 法人タウン・コンパス理事長（元福岡大学工学部教授） 井上 信昭 

 



 

 

鳥栖市ミニバス旭地区循環線の山都町延伸について 

 

◇目的 

  山都町へ延伸することで、交通空白地域の解消を行うことができ、なおかつ、旭

地区循環線の利用者の増加が見込まれる。 

 

◇背景 

  平成 21 年 3 月に策定した「鳥栖市地域公共交通総合連携計画」に定めた交通空

白地域（7か所）の内、現在、山都町エリアだけ解消できていない。 

  このエリアを含む麓地区については、広域線綾部線及び市内線麓線が運行してお

り、新規にミニバスを導入するためには、この 2路線を含め検討が必要であり、見

直しする際は、綾部線は、沿線自治体との協議、麓線は下野町児童の学童輸送の協

議を行う必要があり、長期的な取り組みとなる。 

  しかし、山都町については、高齢者率も高く、交通空白地域であることから、早

急な対応が求められている。 

 

◇延伸時期 

 平成２８年１０月３日（月） 

 ※旭地区循環線の運行日が月・水・金のため 

 

◇山都町延伸ルート図 

 別紙１のとおり 

 

◇旭地区循環線ダイヤ 

 別紙２のとおり 

 

◇運行費用負担（年間） 

〔現行〕 

 ・燃料費：走行距離 23,664㎞÷6.2km／ℓ×87.10円／ℓ＝332,441円 

 ・油脂費：332,441円×0.6％＝1,995円 

 ・諸経費：費用合計の 5％ 262,137円 

 

〔変更後〕 

・燃料費：走行距離 27,923㎞÷6.2km／ℓ×87.10円／ℓ＝392,273円（59,832円） 

・油脂費：392,273円×0.6％＝2,354円（359円） 

・諸経費：費用合計の 5％ 265,147円（3,010円） 

 合計：63,201円の増額（1日当たり：217円） 

 

議案第５号 



 

 

◇需要予測 

 山都町は、自家用車所有世帯の割合が高く、自家用車での移動が多いが、他地区と

比較しても高齢化率が高く、アンケート調査でも月延べ２０１人（約 4人に 1人）が

利用すると回答していることから、ミニバスの需要はあり一定の顧客利用が予想され

る。 

 

月利用者数（延べ数）：２０１人  ※1便当たり：201人÷12日÷6便＝2.8人 

 

〔収入〕 

【100％】201人×200円＝40,200円／月  40,200円×12月＝482,400円／年 

【 50％】100人×200円＝20,100円／月  20,100円×12月＝241,200円／年 

 

◇変更に係る周知 

 ・市報（10 月 1 日号） 

・公共交通ニュースによる周知（全戸回覧）発行時期：９月中旬 

 ※なお、旭地区及び山都町は修正したバスマップ（旭地区循環線のみ記載）を全戸

配布 



(起終点)マックスバリュ鳥栖村田店 

山都町公民館 

広域線：綾部

乗目バス停 
市内線：麓線 

麓駅前バス停 

ＪＲ麓駅バス停 

平田原バス停 

村田五本松バス停 

市内線：麓線 

麓駅前～下野について 

平日：朝1便、夕2便運行 

（下野町児童の学童輸送） 

走行距離：約５．０ｋｍ 

所要時間：約２０分 

バス停：４カ所 

     ・山都町公民館 

     ・ＪＲ麓駅 

     ・乗目バス停 

     ・麓まちセン 

旭地区循環線 山都町延伸(案)路線図 

ＪＲ麓駅バス停 

麓まちづくり推

進センター 



１便 ＪＲ 麓線 綾部線 ３便 ＪＲ 麓線 綾部線 ５便 ＪＲ 麓線 綾部線

19 マックスバリュ鳥栖村田店 9:40 13:00 15:30

20 ＪＲ麓駅 9:44 13:04 12:59 12:21 15:34 15:33 15:13

21 乗り目 9:45 13:05 12:57 15:35 14:27

22 麓まちセン 9:46 13:06 15:36

23 山都町公民館 9:50 13:10 15:40

24 麓まちセン 9:54 13:14 15:44

25 乗り目 9:55 9:56 13:15 14:41 15:45 16:11

26 ＪＲ麓駅 9:57 10:10 11:21 13:17 13:40 14:11 15:47 16:10 15:54

27 マックスバリュ鳥栖村田店 10:00 13:20 15:50

２便 ＪＲ 麓線 綾部線 ４便 ＪＲ 麓線 綾部線 ６便 ＪＲ 麓線 綾部線

19 マックスバリュ鳥栖村田店 11:25 14:05 16:55

20 ＪＲ麓駅 11:29 11:00 11:07 14:09 13:58 13:56 16:59 16:33 16:32

21 乗り目 11:30 11:27 14:10 12:57 17:00 15:58

22 麓まちセン 11:31 14:11 17:01

23 山都町公民館 11:35 14:15 17:05

24 麓まちセン 11:39 14:19 17:09

25 乗り目 11:40 11:41 14:20 14:41 17:10 17:41

26 ＪＲ麓駅 11:42 12:10 12:36 14:22 14:09 15:55 17:12 17:09 17:14

27 マックスバリュ鳥栖村田店 11:45 14:25 17:15

麓線は、１１便中８便（７２．７％）、３０分以内の乗り継ぎが可能
綾部線は、１１便中７便（６３．６％）、３０分以内の乗り継ぎが可能

鳥栖市ミニバス旭地区循環線ダイヤ
　旭地区循環線（左回り）

　旭地区循環線（右回り）

は、乗り継ぎで３０分以上ある場合 ＪＲは、１００％３０分以内の乗り継ぎが可能
































